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【事例５】住宅取得等資金の非課税を適用する場合

 

（注）１ 特例の概要については58ページを、「チェックシート」及び「添付書類」については43ページ及び44ページのⒶ－１を参
照してください。 

２ 「特例税率」については、51ページを参照してください。 

　私は、自分の住宅用の家屋の新築をするために、父から現金 1,500 万円の贈与を受けました。家屋の種類は、省
エネ等住宅（58ページ参照）であり、令和４年中に完成し居住を始めています。この贈与を受けた現金について
住宅取得等資金の非課税（注１）を適用し、「特例税率」（注２）を適用して暦年課税により申告します（注３）。
　なお、私は、父（札幌太郎）からの贈与について、初めて「特例税率」の適用を受けます。

３　住宅取得等資金の非課税適用後の残額（課税価格に算入される金額）について、暦年課税ではなく、住宅取得等資金の
　贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例（58ページ参照）を適用する場合には、47ページ及び48ページのⒷ－１の
　「チェックシート」及び「添付書類」も参照してください。

 
➊ 

 ○ 国税庁ホームページを利用する場合 

 既に特例の適用要件に該当することを確認済み

の方は、          をクリックし、次の

画面に進んでください。以降の質問事項のチェック

を省略することができます。 

 

 

 

 
 

 住宅取得等資金の使途について、「新築又は取

得」又は「増改築等」のどちらかを選択してくだ

さい。  

 入力が終わったら、         をク

リックしてください。 

「災害に関する税制上の措置」の適用を受け

る方は、          をクリックせず、

特例適用要件の確認を行ってください。

※ 

画面へのアクセス方法については５～７ページを参照してください。 

※ 手書きで作成する場合は、40ページへ ○ 国税庁ホームページを利用する場合 

 特例適用要件を確認済でない場合は、質問事項

について「はい」又は「いいえ」を選択してくだ

さい。 

特例適用要件確認済として次へ 

特例適用要件確認済として次へ 

※
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 ➋ 

 贈与を受けた住宅取得等資金で、新築若しくは取

得又は増改築等をした住宅用の家屋が省エネ等住宅

に該当する場合は「はい」を、該当しない場合は

「いいえ」を選択してください。  

 
➌ 

 贈与を受けた年月日を選択してください。 

 ➋の画面で入力した住宅の種類に応じて非課税限

度額が異なります。この事例では、住宅の種類は省

エネ等住宅に該当することから、非課税限度額は

1,000万円です。 

 贈与者（財産をあげた方）の氏名（フリガナ・漢

字）、住所、生年月日及び続柄を入力（選択）して

ください。  

 入力が終わったら、        をクリック

してください。 

 贈与者からの贈与により取得した住宅取得等資金

について非課税の適用を受ける金額を入力してくだ

さい。この事例では1,000万円が限度となります。 

 令和４年分の所得税及び復興特別所得税の確定申

告書を提出した方は、提出年月日等の入力をしてく

ださい。  

 入力が終わったら、        をクリック

してください。 

 登記事項証明書の添付を省略する場合には、不動

産の種別にチェックを入れて、不動産番号等を入力

してください。 

 贈与を受けた財産の所在地を入力してください。

財産の所在地には、預貯金の場合は金融機関の名

称、支店名、所在地等を入力し、現金の場合には贈

与者の住所を入力してください。 

 なお、財産の所在地が国外である場合には、

チェックボックスにチェックします。 

 住宅取得等資金の金額を入力してください。 
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【事例５】住宅取得等資金の非課税を適用する場合

 

（注）１ 特例の概要については58ページを、「チェックシート」及び「添付書類」については43ページ及び44ページのⒶ－１を参
照してください。 

２ 「特例税率」については、51ページを参照してください。 

　私は、自分の住宅用の家屋の新築をするために、父から現金 1,500 万円の贈与を受けました。家屋の種類は、省
エネ等住宅（58ページ参照）であり、令和４年中に完成し居住を始めています。この贈与を受けた現金について
住宅取得等資金の非課税（注１）を適用し、「特例税率」（注２）を適用して暦年課税により申告します（注３）。
　なお、私は、父（札幌太郎）からの贈与について、初めて「特例税率」の適用を受けます。

３　住宅取得等資金の非課税適用後の残額（課税価格に算入される金額）について、暦年課税ではなく、住宅取得等資金の
　贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例（58ページ参照）を適用する場合には、47ページ及び48ページのⒷ－１の
　「チェックシート」及び「添付書類」も参照してください。
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 ➎ 

 ➍ 

 入力を行った贈与者ごとに、住宅取得等資金

の非課税適用後の残額（課税価格に算入される

金額）について課税制度を選択します。 

 この事例では      を選択しますが、相

続時精算課税を適用する場合には      

クリックしてください。  

 今回の贈与者から令和３年分以前の年分に贈

与により取得した財産について、相続時精算課

税の適用を受けている方は、暦年課税の適用が

できませんので　　　　　　をクリックしてくだ

さい。  

 
➏ 

 確認が終わったら、        をク

リックしてください。 

 他の贈与者から住宅取得等資金の贈与がある

場合は、      をクリックし、➌の画面

において「新たに贈与者を入力する」を選択した

上で、同様に入力してください。 

 ➌及び➍の画面で入力した内容が表示されま

すので、確認してください。 

 なお、     又は     をクリックする

ことにより、入力内容の修正や削除ができま

す。 

修 正 削 除 

 相続時精算課税（53ページ参照）の適用を受

ける財産を追加入力する場合には、 

         をクリックします。 

 確認が終わったら、        をク

リックしてください。 

 贈与税の配偶者控除の特例（58ページ参照）

の適用を受ける財産を追加入力する場合には、 

         をクリックします。 

 なお、不動産番号を入力して登記事項証明書

の添付を省略する場合には、併せてチェック

ボックスにチェックします。 

 一般の贈与（暦年課税）の財産を入力する場

合には、        をクリックします。 

を
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 ➐ 

         をクリックすると、⑺欄

の「⑹に対する税額」の計算方法等が確認で

きます。この事例では、「特例税率」を適用

して計算された贈与税額が表示されます。 

計算結果の確認 

 確認が終わったら、        をク

リックしてください。 

             をクリックする

と、住宅取得等資金の非課税の計算明細書を確

認することができます。 

 

 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける 

 場合には、期限内申告が必要です。 

ご注意ください 

贈与税額が０円であっても、 

 住宅取得等資金の非課税の適用後の残額に

ついて選択した課税制度に基づく計算結果が

表示されているか確認してください。 

 この事例では暦年課税を適用し、特例税率

を適用して計算した贈与税額が表示されま

す。 

 
➑ 

住宅取得等資金の非課税の計算結果を見る 

18

２

 ➎ 

 ➍ 

 入力を行った贈与者ごとに、住宅取得等資金

の非課税適用後の残額（課税価格に算入される

金額）について課税制度を選択します。 

 この事例では      を選択しますが、相

続時精算課税を適用する場合には      

クリックしてください。  

 今回の贈与者から令和３年分以前の年分に贈

与により取得した財産について、相続時精算課

税の適用を受けている方は、暦年課税の適用が

できませんので　　　　　　をクリックしてくだ

さい。  

 
➏ 

 確認が終わったら、        をク

リックしてください。 

 他の贈与者から住宅取得等資金の贈与がある

場合は、      をクリックし、➌の画面

において「新たに贈与者を入力する」を選択した

上で、同様に入力してください。 

 ➌及び➍の画面で入力した内容が表示されま

すので、確認してください。 

 なお、     又は     をクリックする

ことにより、入力内容の修正や削除ができま

す。 

修 正 削 除 

 相続時精算課税（53ページ参照）の適用を受

ける財産を追加入力する場合には、 

         をクリックします。 

 確認が終わったら、        をク

リックしてください。 

 贈与税の配偶者控除の特例（58ページ参照）

の適用を受ける財産を追加入力する場合には、 

         をクリックします。 

 なお、不動産番号を入力して登記事項証明書

の添付を省略する場合には、併せてチェック

ボックスにチェックします。 

 一般の贈与（暦年課税）の財産を入力する場

合には、        をクリックします。 
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4 7 5 1

①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

義務的修正期限 年 月 日

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（⑭－㉑）

（⑳－㉓）

（④－⑤）

（①＋（②－③））

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉖



転記します。 

（注）㊶又は㊷

が０の場合に

は「Ⅰ暦年課

税分」に記入

する必要はあ

りません。 

記入漏れが多

い箇所ですの

で注意してく

ださい。 

暦年課税によ
る贈与税額の
計算に当たっ
ては、60、61
ページの「贈
与税（暦年課
税）の税額の
計算明細」を
ご活用くださ
い。

4

3 5 3 0 8 0 8

札幌中

会社員

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

現金
（住宅取得等資金）

申告書第一表の二のとおり

サ ッ ホ ゜ ロ シ ロ ウ

×××

札幌市中央区△△条△丁目×番×号

札幌  史郎

××× ××××××× ××××

5 2 24

札幌  太郎
サッホ ロ゜ タロウ

0 4 0 89 1
5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0

3 9 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0
4 8 5 0

4 8 5 0

0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0 0 0

×××××××× ○ ○ ○ ○

○ 手書きで作成する場合
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□
□
□
□
□
□











1 2 3 4

1 2 3 4

4 7 4 8

(注)「合計所得金額」とは、次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額（長（短）期譲渡所得については特別控除前の

金額）の合計額を加算した金額です。

① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計

額（損益の通算後の金額）

② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額（損益の通算後の金額）の２分の１の金額

ただし、繰越控除（純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲

渡損失の繰越控除など）を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

札幌  太郎

札幌  史郎

札幌市中央区△△条×丁目×番×号 札幌市中央区△△条
×丁目×番×号サッホ゜ロ タロウ

1

0 4 0 9 1

1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

○札幌市中央区△△条△丁目×番

札幌市中央区△△条△丁目×番地（家屋番号□番□）

○ ○ ○ ○ × × × × △ △ △ △

○○○○× × × ×

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

8

3 2 3 0 5 1 0

札幌中5 2 24

非課税限度額は 58

ページを参照して

ください。

種別、所在及び地

番（家屋番号）又は

不動産番号を記入

することにより、

登記事項証明書の

添付を省略するこ

とができます（44

ページの「添付書

類一覧Ⓐ－１」の

「No.7・8・9」の①

（注３）参照）。

△ △ △ △ △

「住宅取得等資金

の非課税」の適用

を受ける場合には

□にレ印を記入し

ます。

記入漏れが多い箇

所ですので注意し

てください。

これらの事例のほか、
・　住宅取得等資金の非課税と住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例を適用する場合
・　農地等についての贈与税の納税猶予及び免除を適用する場合
・　非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例を適用し暦年課税を選択する場合
に関する申告書の作成例や提出書類のチェックシートなどを国税庁ホームページ【https://www.nta.go.
jp】に掲載しています。

4 7 5 1

①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

義務的修正期限 年 月 日

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（⑭－㉑）

（⑳－㉓）

（④－⑤）

（①＋（②－③））

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉖



転記します。 

（注）㊶又は㊷

が０の場合に

は「Ⅰ暦年課

税分」に記入

する必要はあ

りません。 

記入漏れが多

い箇所ですの

で注意してく

ださい。 

暦年課税によ
る贈与税額の
計算に当たっ
ては、60、61
ページの「贈
与税（暦年課
税）の税額の
計算明細」を
ご活用くださ
い。 

4

3 5 3 0 8 0 8

札幌中

会社員

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

現金
（住宅取得等資金）

申告書第一表の二のとおり

サ ッ ホ ゜ ロ シ ロ ウ

×××

札幌市中央区△△条△丁目×番×号

札幌  史郎

××× ××××××× ××××

5 2 24

札幌  太郎
サッホ ロ゜ タロウ

0 4 0 89 1
5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0

3 9 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0
4 8 5 0

4 8 5 0

0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0 0 0

×××××××× ○ ○ ○ ○

○　手書きで作成する場合
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